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 第 １ 号 

     令和６年度熊本県一般会計補正予算（第２号） 

    令和６年度熊本県の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,855,133千円を追加し、歳入歳出予算 

の総額を歳入歳出それぞれ 861,003,330千円とする。 

  ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 

  算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に 

繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

 第３条 債務負担行為の補正は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

 第４条 地方債の補正は、「第４表 地方債補正」による。 

 

   令和６年９月１１日提出 

 

                                              熊本県知事 木 村 敬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１表 歳入歳出予算補正
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

歳 入

千円

1

3

1

1

1 財 産 売 払

負 担 金

国 庫 委 託 金

収 入

基 金 繰 入 金

繰 越 金

3,462,421

1,720,526

1,119,242

58,139,087

1

80,000

1,289

12,489

44,032

925,529

△

3,542,421

1,721,815

1,131,731

58,095,055

925,530

2

3

4

5

6

1 分 担 金 及 び
負 　 担 　 金

国 庫 支 出 金

財 産 収 入

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

1

2

国 庫 負 担 金

国 庫 補 助 金

4,160,115

121,600,334

2,021,283

58,514,022

1

67,026,327

42,355,114

77,524,694

80,000

1,351,511

12,489

44,032

925,529

30,636

667,879

682,343

△

4,240,115

122,951,845

2,033,772

58,469,990

925,530

67,056,963

43,022,993

78,207,037

1 雑 入 8,813,592 30,636 8,844,228
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

千円

1 県 債 76,488,998 2,499,000 78,987,998

7 県 債 76,488,998 2,499,000 78,987,998

856,148,197 4,855,133 861,003,330歳 入 合 計
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

歳 出

千円

2

2

1

4 市 町 村
振 興 費

児 童 福 祉 費

医 薬 費

労 政 費

3,177,318

41,018,648

1,534,282

219,660

10,353

164,588

19,835

8,552

3,187,671

41,183,236

1,554,117

228,212

1

2

3

4

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

1

2

3

1

1

総 務 管 理 費

企 画 費

徴 税 費

社 会 福 祉 費

公 衆 衛 生 費

38,734,339

106,614,103

62,767,597

4,886,516

15,814,514

8,764,473

7,833,877

60,137,421

48,013,126

242,909

431,148

821

8,552

5,556

2,000

225,000

266,560

20,656

△

△

38,977,248

107,045,251

62,766,776

4,895,068

15,820,070

8,766,473

8,058,877

60,403,981

47,992,470

5 農 　 　 林
水 産 業 費 67,272,212 261,761 67,533,973
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

千円

4

3

3

1

水 産 業 費

観 光 費

都 市 計 画 費

教 育 総 務 費

5,989,653

2,241,695

8,910,800

37,239,231

136,305

27

856,000

1,297

6,125,958

2,241,722

9,766,800

37,240,528

6

7

8

商 工 費

土 木 費

教 育 費

1

2

3

1

2

1

2

農 業 費

農 地 費

林 業 費

商 業 費

工 鉱 業 費

土 木 管 理 費

河 川 海 岸 費

68,546,895

93,005,234

148,536,257

19,565,293

22,611,493

15,226,326

56,452,057

9,853,143

3,061,414

29,652,381

12,129

2,488,650

1,297

9,438

85,285

30,733

2,697

9,405

71,650

1,561,000

68,559,024

95,493,884

148,537,554

19,574,731

22,696,778

15,257,059

56,454,754

9,862,548

3,133,064

31,213,381

9 災 害 復 旧 費 17,900,117 1,409,508 19,309,625
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

千円

2 土 木 災 害
復 旧 費 9,148,975 1,094,609 10,243,584

1 農 林 水 産 業
災 害 復 旧 費 8,163,518 314,899 8,478,417

856,148,197 4,855,133 861,003,330歳 出 合 計
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  第 2 表 繰越明許費  

 

款  

 

項  

 

金     額 

 
 １ 農 林 水 産 業 費 

 
 

 

 

千円  

                 

6,776,925 

 

１ 農 業 費 

 

           325,445 

 

２ 農 地 費 

 

           3,432,280 

 

３ 林 業 費 

 

           3,019,200 

 

 ２ 土 木 費 

 

 

 

 

 

           15,292,845 

 
 

１ 土 木 管 理 費 

 

 

          115,000 

 
 

２ 道 路 橋 り ょ う 費 

 

 

          7,184,269 

 
 

３ 河 川 海 岸 費 

 

 

          2,134,000 

 
 

４ 港 湾 費 

 

              1,106,300 

 

 

５ 都 市 計 画 費 

 

              4,753,276 

 
 ３ 災 害 復 旧 費 

 

  

  

 
 

              880,000 

   農 林 水 産 業 
   災 害 復 旧 費 

 

 

 

        880,000 

合 計 

 
22,949,770 

 

          

 

 

  

 

１ 



　　 第 3 表　債務負担行為補正

　　 　　1 　追　　　加

期　　　　間

350,000

　年次別内訳
　　令和 7 年度 300,000

　　令和 8 年度 50,000

2 　　令和 7 年度 16,514

1,830,000

　年次別内訳
　　令和 7 年度 430,000

　　令和 8 年度 1,400,000

8

事　　　　　　　　　　　項 限　度　額

千円

1 　令和 7 年度
　～令和 8 年度

3 県営農地等災害復旧事業

地域道路改築事業
（国道389号下田南2号橋）
　天　草　市

公立学校教員採用選考考査委託業務

　令和 7 年度
　～令和 8 年度



期　　  間 限 度 額 期　  　間 限 度 額

1

2
1,460,000 1,510,000

 年次別内訳  年次別内訳

　 令和 7 年度 744,000 　 令和 7 年度 150,000

　 令和 8 年度 512,000 　 令和 8 年度 450,000

　 令和 9 年度 204,000 　 令和 9 年度 450,000

　 令和10年度 460,000

3
2,400,000 2,400,000

 年次別内訳  年次別内訳

　 令和 7 年度 1,150,000 　 令和 7 年度 650,000

　 令和 8 年度 1,250,000 　 令和 8 年度 1,250,000

　 令和 9 年度 500,000

4
537,857

 年次別内訳

　 令和 7 年度 200,000

　 令和 8 年度 337,857

5
934,000 934,000

 年次別内訳  年次別内訳

　 令和 7 年度 340,000 　 令和 7 年度 150,000

　 令和 8 年度 594,000 　 令和 8 年度 320,000

　 令和 9 年度 464,000

6
740,000 740,000

 年次別内訳  年次別内訳

　 令和 7 年度 300,000 　 令和 7 年度 50,000

　 令和 8 年度 440,000 　 令和 8 年度 370,000

　 令和 9 年度 320,000

7
1,200,000 1,450,000

 年次別内訳  年次別内訳

　 令和 7 年度 800,000 　 令和 7 年度 850,000

　 令和 8 年度 400,000 　 令和 8 年度 600,000

9

松原地区農村地域防災
減災事業
　宇　土　市

(補 正 前 に 同 じ) 令和 7 年度
 ～令和 8 年度

 令和 7 年度
 ～令和 8 年度

晒地区農業生産基盤
整備事業
　玉　名　市

 令和 7 年度
 ～令和 8 年度

(補 正 前 に 同 じ)
 令和 7 年度
 ～令和 9 年度

津口・芝口１期地区農業
生産基盤整備事業
　八　代　市

 令和 7 年度
 ～令和 8 年度

(補 正 前 に 同 じ)
 令和 7 年度
 ～令和 9 年度

美登里地区農業生産基盤
整備事業
　熊　本　市

 令和 7 年度
 ～令和 9 年度

(補 正 前 に 同 じ)
 令和 7 年度
 ～令和10年度

教良木地区農業生産基盤
整備事業
　上天草市・天草市

 令和 7 年度
 ～令和 8 年度

(補 正 前 に 同 じ)
 令和 7 年度
 ～令和 9 年度

職業能力開発拠点整備
事業
　熊　本　市

令和 7 年度 967,698 (補 正 前 に 同 じ) 令和 7 年度 981,474

　
　 2  変　　更

補　　正　　前 補　　正　　後

事　　　　　　 項 事　　　　　　 項

千円 千円

共和地区農業生産基盤
整備事業
　玉　名　市

令和 7 年度 (補 正 前 に 同 じ)
 令和 7 年度
 ～令和 8 年度

423,000



期　　  間 限 度 額 期　  　間 限 度 額

補　　正　　前 補　　正　　後

事　　　　　　 項 事　　　　　　 項

8
3,500,000 3,500,000

 年次別内訳  年次別内訳

　 令和 7 年度 1,020,000 　 令和 7 年度 150,000

　 令和 8 年度 1,000,000 　 令和 8 年度 900,000

　 令和 9 年度 880,000 　 令和 9 年度 1,200,000

　 令和10年度 600,000 　 令和10年度 1,250,000

14,384

 年次別内訳  年次別内訳

　 令和 7 年度 3,596 　 令和 7 年度 4,217

　 令和 8 年度 3,596 　 令和 8 年度 4,217

　 令和 9 年度 3,596 　 令和 9 年度 4,217

　 令和10年度 3,596 　 令和10年度 4,217

 年次別内訳  年次別内訳

　 令和 7 年度 1,549,414 　 令和 7 年度 1,872,433

　 令和 8 年度 1,597,807 　 令和 8 年度 1,597,807

　 令和 9 年度 558,174 　 令和 9 年度 558,174

 年次別内訳  年次別内訳

　 令和 7 年度 665,450 　 令和 7 年度 667,552

　 令和 8 年度 539,079 　 令和 8 年度 541,181

　 令和 9 年度 538,751 　 令和 9 年度 540,853

　 令和10年度 537,246 　 令和10年度 539,348

　 令和11年度 287,892 　 令和11年度 289,994

　 令和12年度 185,855 　 令和12年度 185,855

　 令和13年度 9,754 　 令和13年度 9,754

　 令和14年度 2,891 　 令和14年度 2,891

　 令和15年度 2,891 　 令和15年度 2,891

　 令和16年度 1,446 　 令和16年度 1,446

10

4,028,414

12 事務機器等賃借
 令和 7 年度
 ～令和16年度 2,771,255

(補 正 前 に 同 じ)
 令和 7 年度
 ～令和16年度

9 警察関係業務 令和 7 年度

2,781,765

11 情報処理関連業務
 令和 7 年度
 ～令和 9 年度 3,705,395

(補 正 前 に 同 じ)
 令和 7 年度
 ～令和 9 年度

10 県有施設等管理業務
 令和 7 年度
 ～令和10年度

(補 正 前 に 同 じ)
 令和 7 年度
 ～令和10年度 16,868

735,355 (補 正 前 に 同 じ) 令和 7 年度

千円 千円

砂川地区農村地域防災
減災事業
　宇　城　市

 令和 7 年度
 ～令和10年度

(補 正 前 に 同 じ)  令和 7 年度
 ～令和10年度

1,012,886



 

 
 

    第 4表 地方債補正 

       1 追   加 

 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利  率 償 還 の 方 法 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

耕 地 現 年 
発 生 単 県 
災 害 復 旧 事 業 費 

 
 
 

千円 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 
 
 

 

（借入先） 

  財務省、地方公 

 共団体金融機構、 

 会社、その他 

（借入方法） 

  証書借入又は証 

 券発行（他の地方 

 公共団体との共同 

 発行を含む。） 

（その他） 

  工事その他の都 

 合により、一部又 

 は全部を翌年度以 

降に繰り下げて借 

り入れることがで 

きる。 

  発行価格が額面 

 金額を下回るとき 

 は、その発行差額 

 をうめるため必要 

 な金額を加算した 

 額を限度額とする 

 ことができる。 

 

年5.0％ 

以 内 

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見 

直し後の利

率） 

   

  据置期間を含め 

 30年以内 

   半年賦元利均等 

 償還又は元金均等 

 償還、満期一括償 

 還等 

   ただし、県財政 

の都合により、繰 

上償還をなし、又 

は借換えをするこ 

 とができる。 
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     2 変  更 

起債の目的 
補      正      前 補      正      後 

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 
農地防災国庫 
補 助 事 業 費 
 
公 共 土 木 
現年発生国庫 
補 助 事 業 費 

 
単県治山事業費 

 
単 県 道 路 
整 備 事 業 費 

 
単 県 河 川 
整 備 事 業 費 

 
単 県 砂 防 
整 備 事 業 費 

 
単県土地区画 
整 理 事 業 費 

 
 
 

千円 

 
253,000 

 
 
 

329,000 
 

75,000 
 
 

4,906,000 
 
 

8,597,000 
 
 

2,196,000 
 
 

1,178,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借入先） 

 財務省、地

方公共団体金 

融機構、会社、

その他 

（借入方法） 

 証書借入又

は証券発行（他

の地方公共団

体との共同発 

行を含む｡) 

（その他） 

 工事その他 

の都合により、 

一部又は全部

を翌年度以降

に繰り下げて

借り入れるこ

とができる。 

 発行価格が

額面金額を下

回るときは、

その発行差額

をうめるため

必要な金額を

加算した額を

限度額とする 

ことができる。 

 

年5.0％ 

以 内 

（ただし、 

利率見直 

し方式で 

借り入れ 

る資金に 

ついて、 

利率の見 

直しを行 

った後に 

おいては、 

当該見直 

し後の利 

率） 

据置期間を

含め30年以内 

 半年賦元利

均等償還又は

元金均等償還、

満期一括償還

等 

 ただし、県

財政の都合に

より、繰上償

還をなし、又

は借換えをす

ることができ

る。 

千円 

 
265,000 

 
 
 

707,000 
 

94,000 
 
 

5,109,000 
 
 

9,603,000 
 
 

2,485,000 
 
 

1,735,000 
 
 
 
 

   

 
計 17,534,000  

 

 19,998,000 

   

19 

（補 正 前 に 同 じ） 



 

 

 第 ２ 号 

     令和６年度熊本県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号） 

    令和６年度熊本県の港湾整備事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ 

による。 

  （繰越明許費） 

地方自治法 (昭和２２年法律第６７号) 第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、｢第１表 繰越明許費」による。  

 

   令和６年９月１１日提出 

 

熊本県知事 木 村 敬 
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   第１表 繰越明許費  

款  項  金     額 

 

 

１ 土  木  費 

               千円 
 

        
 890,000 

 

 

１ 港 湾 費 

 
 

890,000 

 
 

合           計  

 
 

890,000 
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 第 ３ 号 

     令和６年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

    令和６年度熊本県の臨海工業用地造成事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定め 

るところによる。 

  （繰越明許費） 

地方自治法 (昭和２２年法律第６７号) 第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、｢第１表 繰越明許費」による。  

 

   令和６年９月１１日提出 

 

熊本県知事 木 村 敬 
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   第１表 繰越明許費  

款  項  金     額 

 

 

１ 土  木  費 

               千円 
 

        
 675,000 

 

 

１ 港 湾 費 

 
 

675,000 

 
 

合           計  

 
 

675,000 
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第　４　号

　　　令和６年度熊本県病院事業会計補正予算（第１号）

　（総　則）

第１条　令和６年度熊本県病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

　よる。

　（資本的収入及び支出）

第２条  令和６年度熊本県病院事業会計予算（以下「予算」という。）第４条本文括弧

書中「373,099千円」を「374,047千円」に、「222,399千円」を「223,347千円」に改

め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第１款　資本的収入

第１項　企　業　債

第２項　補　助　金

第１款　資本的支出

第１項　建設改良費

　（積立金の目的外使用）

第３条  予算第５条に定めた積立金の目的外使用額「222,399千円」を「223,347千円」

に改める。

　（企業債）

第４条  予算第６条に定めた起債の限度額「13,000千円」を「26,000千円」に改める。

令和６年９月１１日提出

熊本県知事　木　村　敬　 

24,993千円 45,915千円20,922千円

17

0千円 6,974千円

　　　　（科　　目）　　　 （既決予定額）　 （補正予定額）     （　計　）

13,000千円

20,922千円

収　　　　　入

支　　　　　出

407,021千円

13,000千円 19,974千円 32,974千円

26,000千円13,000千円

386,099千円

6,974千円
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